
米谷地域づくり推進協議会『職員募集』のお知らせ 

 

米谷地域づくり推進協議会では、令和８年４月１日付けで採用する公民館事務職員を下記のと

おり募集します。 

 

【職種・応募要件】 ◇事務員 

           ○募集人員  １名（性別は問わず） 

           ○募集年齢  ６０歳未満 

           ○応募資格  登米市に住民登録をしていること 

           ○資格要件  普通自動車運転免許取得者で、パソコンの操作（ワード・ 

                 エクセルなど）のできる方 

           ○勤 務 地  登米市米谷公民館 

          ○勤務内容   地域コミュニティ運営に係る業務全般その他 

登米市米谷公民館及び不老仙館の指定管理業務その他 

           ○勤務条件  週５日（８時３０分～１７時１５分）常勤 

           ○雇用期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

                 （但し勤務状況により再雇用あり・単年度契約） 

【労 働 条 件 等】 ○月額初任給 １６０,３００円＋前歴及び経験年数に応じ一定の基準の基に加算 

                    ○昇  給   あり（米谷地域づくり推進協議会の規程及び就業規則による） 

           ○賞  与   あり（米谷地域づくり推進協議会の規程及び就業規則による） 

 ○加入保険   あり 雇用、労災、健康、厚生   ○退職金制度 なし 

           ○通勤手当   あり（米谷地域づくり推進協議会の規程及び就業規則による） 

                    ○時間外手当  あり（米谷地域づくり推進協議会の規程及び就業規則による） 

                    ○年次有給休暇 あり（初年度は６ケ月経過後１０日間） 

          ○休  日  土・日・祝日（但し行事等で出勤の場合は平日に振替休日を取得） 

          ○年末年始休暇 １２月２９日～１月３日まで 

【選 考 方 法】 ○一次選考： 書類選考 

          ○二次選考： 個人面接、作文 

【受 付 期 間】 ○令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月２６日（金） 

          ○受付時間  午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日除く） 

【応 募 方 法】  ○職員採用申込書に必要事項を記入の上、米谷公民館に持参又は郵送にて提出 

してください。（郵送の場合は１２月２６日必着） 

           申込書は米谷公民館に備え付けのもの、又は米谷公民館ＨＰより印刷したものを 

使用してください 

【選 考 日 程】 ①一次選考（書類選考） 

            選考結果は１月１３日までに応募者全員に通知します。 

          ②二次選考（個人面接、作文）  

            一次選考合格者のみ実施 

【二 次 選 考】 ○令和８年２月１５日（日）午前１０時から 

【試  験  会  場】 ○米谷地域づくり推進協議会事務局（登米市米谷公民館内） 

【採 用 の 決 定】 ○合否の結果は、受験者全員に通知します（２月下旬に発送） 
（電話での問い合わせには応じられません） 

 

【問 い 合 せ】 米谷地域づくり推進協議会事務局（登米市米谷公民館）担当：斎藤             

〠987-0902 登米市東和町米谷字秈荷７５ 

          ☎０２２０－５３－２００６（ＦＡＸ兼用） 


